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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐腐食性金属または合金の群から選択された金属または合金の単独シートからなり、該
単独シートの両面が陽極壁および陰極壁としてそれぞれ作用し、前記単独シートには２つ
の周囲フランジが設けられ、少なくとも一方の前記フランジが前記単独シートに一体では
ない予備成形要素であり、前記予備成形要素からなる前記少なくとも一方のフランジが、
前記単独シートの金属または合金と同じ群の金属または合金の多角形断面を有するロッド
またはチューブによって成形されたフレームから作られ、他方のフランジが前記フレーム
に固定された、圧搾濾過式電解槽用二極集合体。
【請求項２】
　前記他方のフランジが連続溶接によって前記フレームに固定される、請求項１に記載の
二極集合体。
【請求項３】
　耐腐食性金属または合金の群から選択された金属または合金の単独シートからなり、該
単独シートの両面が陽極壁および陰極壁としてそれぞれ作用し、前記単独シートには２つ
の周囲フランジが設けられ、少なくとも一方の前記フランジが前記単独シートに一体では
ない予備成形要素であり、前記予備成形要素から作られた少なくとも一方のフランジが、
前記単独シートの金属または合金と同じ群の金属または合金のストリップを折り曲げるこ
とによって得られかつ連続溶接によって前記単独シートに固定され、また、他方のフラン
ジが前記単独シートを折り曲げることによって得られ、前記少なくとも一方のフランジと
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前記他方のフランジとの間に周囲補強要素が挿入された、圧搾濾過式電解槽用二極集合体
。
【請求項４】
　耐腐食性金属または合金の群から選択された金属または合金の単独シートからなり、該
単独シートの両面が陽極壁および陰極壁としてそれぞれ作用し、前記単独シートには２つ
の周囲フランジが設けられ、少なくとも一方の前記フランジが前記単独シートに一体では
ない予備成形要素であり、該前記予備成形要素は、周囲補強要素を包囲するＵ字形断面を
持つ単独周囲片を構成する前記２つの周囲フランジによって成形された、圧搾濾過式電解
槽用二極集合体。
【請求項５】
　前記周囲片は、前記単独シートの金属または合金と同じ群の金属または合金のストリッ
プを折り曲げることによって得られる、請求項４に記載の二極集合体。
【請求項６】
　前記周囲片は、連続溶接によって前記単独シートに固定される、請求項５に記載の二極
集合体。
【請求項７】
　前記周囲片は１つの縁を設けられている、請求項４に記載の二極集合体。
【請求項８】
　前記周囲片が２つの予備成形フランジを連続溶接することによって得られ、前記縁が連
続溶接によって前記単独シートに結合されている、請求項７に記載の二極集合体。
【請求項９】
　前記連続溶接はレーザ溶接である、請求項２、３、６、８の何れか一項に記載の二極集
合体。
【請求項１０】
　前記周囲フランジは、１つの陰極フランジと１つの陽極フランジとからなる、前記請求
項の何れか一項に記載の二極集合体。
【請求項１１】
　前記フランジおよび前記単独シートの構成材料が、バルブ金属または合金から選ばれる
、請求項１０に記載の二極集合体。
【請求項１２】
　前記陽極フランジおよび前記単独シートがチタン合金から作られ、前記陰極フランジが
チタンから作られる、請求項１１に記載の二極集合体。
【請求項１３】
　前記陰極フランジ、前記陽極フランジ、および前記単独シートがチタンから作られ、前
記フランジの少なくとも一方には間隙腐食に耐える保護被覆が設けられている、請求項１
１に記載の二極集合体。
【請求項１４】
　前記単独シートの前記両面に固定されたサポートと、自分の番になって前記サポートに
固定される、１つの陽極および１つの陰極とからさらになり、前記陽極および前記陰極は
、電気触媒材料の前駆体化合物を含有する塗料を塗布することによって、かつ前記塗料を
前記電気触媒材料に変換するのに必要な熱処理を続いて行うことによって得られた電気触
媒材料を含むフィルムを備えた打抜きまたは膨張シートまたはメッシュから作られ、前記
塗料は前記サポートに固定した後に前記シートまたはメッシュに塗布され、全体の集合体
が前記の熱処理を受ける、前記請求項の何れか一項に記載の二極集合体。
【請求項１５】
　前記二極集合体は、新規に製造された集合体である、請求項１４に記載の二極集合体。
【請求項１６】
　前記二極集合体は、消尽された集合体である、請求項１４に記載の二極集合体。
【請求項１７】
　電気分解方法に適した圧搾濾過式の電解槽において、前記電解槽は、前記請求項の何れ
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か一項に記載された集合体の多数から作られる、電解槽。
【請求項１８】
　圧搾濾過式の電解槽内の水溶液の電気分解方法において、前記電解槽は、請求項１乃至
１６の何れか一項に記載された少なくとも１つの二極集合体からなる、電気分解方法。
【請求項１９】
　前記水溶液は塩酸溶液であり、前記電気分解は塩素発生陽極および酸素消費陰極によっ
て実施され、前記周囲フランジおよび前記単独シートの金属または合金はチタンまたはチ
タン合金である、請求項１８に記載の電気分解方法。
【請求項２０】
　前記電気分解はアルカリ水電気分解である、請求項１８に記載の電気分解方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧搾濾過式電解槽用新二極集合体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　以下の記載において、塩酸、ＨＣｌは多数の産業過程によって多量に発生される重要な
副産物である。それらのうちには、塩化ポリビニル（ＰＶＣ）への重合に続くジクロルエ
タン熱分解によって塩化ビニルおよびいくつかのイソシアネートの合成が特に重要である
。グリコールによって反応されたイソシアネートは、冷蔵庫の断熱および建築物の壁のよ
うな断熱システム用として高く評価されている塗料および展伸セル材料の生産のためにま
すます採用されているポリウレタン系を得られるようにする。ＰＶＣおよびポリウレタン
の生産容量の連続した世界的展伸が起こりつつあり、新規プラントの構成を危険にするよ
うなＨＣｌ市場の飽和超過を将来常に引き起こすであろう。このような困難な市場の状態
から拘束を免れるために、塩化ビニル合成物をユニット内で、オキシクロライネーション
のユニットが装着される。その理由は、もはやそのユニットにおいては、熱分解発生ＨＣ
ｌが、エチレンによって反応され、熱分解に戻されるジクロルエタンの生産に伴ってエチ
レンおよび酸素によって反応されるからである。しかし、閉じられたＨＣｌループが発生
され、いくつかの安全上の問題（酸素の使用による爆発性混合物の成形の可能性）および
廃棄困難な副産物の発生の問題を含んでいる。
【０００３】
　最近、イソシアネート生産から生じるＨＣｌが２つのプラントの場合に酸塩化物ユニッ
トに送られて、ＰＶＣおよびイソシアネートおよび／またはポリウレタンが合理的に接近
してつくられる。この溶液は、一体化によってそれらの生産が計画された操業停止（ポリ
ウレタン市場のものと同時には決してないＰＶＣの再生に通常関連する）および予期しな
い操業停止に関してＰＶＣ両者の一方に付随して特につくられるので、イソシアネート・
プラント管理者によって特に評価されていない。
【０００４】
　産業状況が副産物ＨＣｌの到達地の問題に対面できたとしても、プラントの現代の資産
が一般に満足すべきものから離れ、革新的な方法の変更の要求が存在することが言える。
これら変更のうちの１つ、特に興味のあるものは、主プラントへの再生されるべき新規な
塩素の発生を伴うＨＣｌ電気分解によって代表される。
【０００５】
　このような電気分解は、気体塩酸（これはＨＣｌがジクロルエタン熱分解およびイソシ
アネート合成によって成形される物理的状態である。）または気体ＨＣｌを水供給吸収塔
へ送ることによって得られるＨＣｌの水溶液の利用に基礎を置く２つの技術にもとづいて
それぞれ実施される。このような塔は、水溶液が営利を追求する方法のみを実際に代表す
るので、副産物としてＨＣｌを発生するプラントに通常設けられる設備である。
【０００６】
　前者の技術は、気体酸の直接使用について既に述べたことにもとづき、また、ＤｕＰｏ
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ｎ／ＵＳＡによって出願されたＰＣＴ公報ＷＯ９５／４４７９７号に開示されている。そ
の技術は、システムへの極端な攻撃性に本質的に関連されたいくつかの重要な問題が信頼
できる解決の発見を待たれているので、いまだに適用された研究段階にある。
【０００７】
　後者の技術は、酸の水溶液を使用するもので（Ｈｏｅｃｈｓｔ－Ｂａｙｅｒ－Ｕｈｄｅ
法として知られている）、ある産業上の実現に適用されたが、潜在的顧客待望認識を得る
ことに失敗した。この相当な失望の理由は、基本的には高エネルギ消費にある。それは、
下記の化学式に示されるように、主としてＨＣｌを塩素および水素に変換する反応に関連
した自由エネルギのために、４０００Ａｍｐ／ｍ2の電流密度において塩素の約１５００
ｋＷｈ／ｔｏｎになる。　　２ＨＣｌ→Ｃｌ2＋Ｈ2　　。
【０００８】
　別の理由は、第２ではないが、二極板が非常に脆い気体不浸透黒鉛のシートか、または
黒鉛粉末と化学的不活性高分子バインダ（通常はフッ化ポリマ）との混合物を高温で圧縮
することによって得られる合成シートからつくられなければならない電気分解セルによっ
て要求される高い資本投下による。
【０００９】
　これらの問題を部分的に克服するために、水素発生陰極を酸素消費電極に置き換えるこ
とが、例えば、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社によって提案された。
　この場合、全体の電気化学反応は、　　２ＨＣｌ＋１／２Ｏ2→Ｃｌ2＋Ｈ2Ｏ　　とな
る。
【００１０】
　対応する自由エネルギは、水素発生を伴う反応のものと比べて実質的に低くなり、これ
が塩素の１０００－１１００ｋＷｈ／ｔｏｎまで電気エネルギ消費を削減する。しかし、
資本投下の負担は、構成材料が黒鉛または黒鉛組成物にもとづくものであるから、いぜん
として高いままに留まっている。経済的実現可能性の条件に向けた関係ある歩みは、ＵＳ
５，７７０，０３５号に開示されている。酸素消費陰極に組み込んだ塩酸水溶液の電気分
解方法は、陰極区画および陽極区画が共に同じ金属で構成され、特にチタンまたはその合
金のようなバルブ金属で構成されたセルで実施される。圧搾濾過器として知られている構
成にもとづいて積層された多数のセルまたは二極集合体は、真実の産業生産ユニットであ
る電界槽を構成する。
【００１１】
　より便利な設計によれば、２つの隣接セルの陰極区画および陽極区画が、適切な圧縮手
段（「単独セル」として当業者に知られている）によって、あるいはナット、ボルト、溶
接（二極集合体）のような適切な把持要素による接続をかいして機械的および電気的接触
状態に置かれる。
【００１２】
　この最後の場合においては、陰極区画および陽極区画が同じ材料からつくられているこ
とが製造過程を相当に促進する。さらに興味深いことには、２つの面が従来技術の２つの
分離された隣接壁の機能をまかなう単独壁によって陰極および隣接陽極が分離される新形
式の設計を可能にする。この形式の構成は、否定し難い関係する経済的利点をもってチタ
ンおよびその合金のような高価な材料の採用を最少にする。これは、ＵＳ５，７７０，０
３５号に非常に一般的に概述されている。
【００１３】
　それにもかかわらず、２つの陰極区画および陽極区画には、処理流体の漏れを防ぐ適切
なガスケットと協同して周囲フランジを密封するように周囲フランジが設けられなければ
ならない。公知の製造過程によれば、周囲フランジは区画壁を構成するシートをプレス成
形するか折り曲げるかによって得られる。この操作は、各壁がそれ自体のフランジ、陰極
、または陽極をそれぞれ成形するように加工されるので、不十分な平坦性または機械的欠
陥を拒絶する低い比率でもって満足すべき結果を与える。逆に、２つの陰極区画および陽
極区画を分離する単独の壁の場合には、両フランジ、陰極、陽極が必ず同じ壁の一部であ
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るので、公知の過程を操作して、二重成形を壁が受けなければならない。二重成形がプレ
ス成形または折曲げによって実行されることと独立して、しばしば許容できない平坦性お
よび／または破壊のような欠陥を伴って材料に高い機械的応力を発生する。圧搾濾過電解
槽用良信頼性二極集合体を成形することを許す設計および製造技術を確認するために、相
当な要求が存在する。隣接陰極区画および陽極区画の分離壁は独特なものであり、２つの
周囲フランジ、陰極、陽極が設けられ、高平坦性および機械的欠陥の欠如によって特徴付
けられる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の考え方においては、本発明は、耐腐食金属または合金からなる陽極壁および陰極
壁の二重機能を有しかつ陽極周囲フランジおよび陰極周囲フランジを備えた単独シートか
らなる二極集合体の設計を記載している。少なくとも一方の周囲フランジは予備成形要素
によってつくられ、分離壁をプレス成形または折曲げからつくらない。
【００１５】
　好適実施例においては、陰極周囲フランジおよび陽極周囲フランジは、単独シートの周
囲部分の折曲げとロッドまたはチューブからなるフレームとの組合せによって得られる。
両者は四角形断面をしていて、単独シートの材料と同等の形体の材料からつくられる。
【００１６】
　別の好適実施例においては、一方のフランジがシートの周囲部分を折り曲げることによ
って得られ、また、他方のフランジがシート自体に溶接された予備成形フランジである。
補強要素が好ましくは２つのフランジ間に挿入される。別の好適実施例においては、陽極
周囲フランジおよび陰極周囲フランジが別個のシートに溶接されたほぼＵ字形予備成形一
体要素を構成する。好ましくは、補強要素は陽極周囲フランジと陰極周囲フランジとの間
に挿入される。予備成形一体要素は、第２のシートを折り曲げることによって、または２
つの予備成形フランジを溶接することによって得られる。
【００１７】
　別の考え方においては、本発明は、少なくとも１つの電極、好ましくはシートの２つの
陽極面および陰極面に固定された１対の電極からなる二極集合体の触媒活性化方法に向け
られている。
【００１８】
　好適実施例によれば、触媒活性化を受けた前記二極集合体は新規に製造された集合体で
ある。
　さらに好適実施例によれば、前記二極集合体は、触媒活性化が消尽され、再生によって
回復される電解槽内で既に運転され、以前に触媒作用を受けた集合体である。
【００１９】
　別の考え方においては、本発明は、上述した実施例の１つにもとづいて多数の二極集合
体からなる電解槽に向けられている。
【発明の効果】
【００２０】
　この形式の構成は、産業分野の多くの応用に適しているが、隣接陰極区画および陽極区
画の壁がバルブ金属（例えば、チタンまたはチタン合金）の単独シートからなる酸素消費
陰極を採用した塩酸水溶液の電気分解の場合には、特に有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明のいくつかの実施例が以下に記載される。本発明の主な目的は、耐腐食金属また
は合金の群から選択された金属または合金からつくられた陽極壁および陰極壁の二重の機
能を有する単独シートからなる圧搾濾過式電解槽のための二極集合体の新規な単純化され
かつより信頼性のある設計にある。この種の設計は、塩酸水溶液の電気分解に適した電解
槽に特に有利ではあるが、陽極区画と陰極区画との間を分離する単独壁からなる多数の二
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極集合体と共に製造されうる電解槽のための一般用途でもある。他の用途の単なる一例と
して、アルカリ水電気分解用電解槽が挙げられる。
【００２２】
　図１および図２は、陽極壁および陰極壁がそれぞれ２つの別個のシートおよび単独シー
トである場合に、従来技術にもとづく設計に対応する二極集合体の２つの断面図を示す。
特に、図１において、集合体の必須の構成要素が示されている。１および２は別個の陽極
壁および陰極壁であり、３は機械的安定性および電流の通過を許すように要求された導通
を保証するように設けられた溶接部であり、４は陽極フランジの表面であり、５は陰極フ
ランジの表面であり、６は変形または撓みを起こさずにフランジが圧縮されることを保証
するのに適した金属またはプラスチック材料ロッドからつくられた周囲補強要素であり、
７は陽極ガスケット（左）および陰極ガスケット（右）である。これらガスケット７は、
陽極区画および陰極区画において収容された流体の漏れを妨げる圧縮状態で両フランジの
周囲表面を密封する。
【００２３】
　図２において、隣接陽極区画および陰極区画が単独シートによって構成される場合に、
従来技術にもとづく実施例が概略示されている。この種の構成にもとづいて、単独シート
の周囲部分が少なくとも５つ、好ましくは図に示すように６つの曲げ部を周囲補強要素の
まわりに受けて、２つのフランジ表面、すなわち、陽極および陰極を成形する。特に、１
は図１において壁１および２の機能を同時に果たす単独シートであり、４は陽極フランジ
表面であり、５は陰極フランジ表面であり、６は図１のものと同じ機能を持つ周囲補強要
素であり、７は陽極ガスケットおよび陰極ガスケットであり、８は陰極区画（図において
右手側）から流体の浸透を防止する目的を有するシートの折曲げ部分の自由縁を固定する
ための溶接部である。この流体は腐食性であってもよく、周囲補強要素６との接触が耐腐
食材料で守られ、したがってその材料は本来高価なものである。補強要素６が浸蝕流体と
の接触から安全に保護される場合には、構成材料は安価な炭素鋼でもよい。
【００２４】
　機械的組立および導通をする図１の溶接部３の排除を許しながら、図２の集合体が高価
な材料（例えば、塩酸溶液電気分解の場合のチタンおよびその合金）の単独シートを使用
するので、図２の集合体は、図１の従来技術にもとづくより一般的な形式の構成に関して
特に有利である。しかし、その集合体は、シートの同じ周囲部分を使用する２つの陽極フ
ランジ表面および陰極フランジ表面を成形するように要求された多数折曲げによって不利
になる。この種の折曲げは、実施するのに非常に複雑であり、欠陥成形およびその結果の
製品品質管理の段階で部品不合格率の高危険性を伴う高い機械的応力を招く。
【００２５】
　図３は、本発明にもとづく集合体の第１実施例を示す。ここでは、２つの隣接陽極区画
および陰極区画の壁が単独シート１からなり、単独シート１の周囲部分が陽極フランジの
みの表面４を成形するように折り曲げられる（しかし、塩酸溶液電気分解の場合において
は好ましいので、成形されるフランジ表面のみが陰極表面である変更例を排除しない。）
。単独表面は耐腐食材料で構成されたフレーム１４に９の箇所において溶接される。特に
、高価な耐腐食材料の量を低減するように、フレーム１４はロッド、好ましくは、多角形
断面（好ましくは四角形）を有するチューブからつくられる。さらに、陰極区画に収容さ
れた流体が外部環境に漏れる可能性に対して高度な信頼性を保証するように、溶接部９は
任意に二重溶接部であってもよい。
【００２６】
　本発明にもとづく第１構成変更例は、機械的折曲げ応力を非常に低いレベルに維持し、
シート材料に欠陥を発生させない。溶接部９の品質、適切な速度、および生産費が種々の
部品の十分な把持設備によって、および近代的自動溶接技術（特に、レーザ技術）によっ
て保証される。図３を検討すれば、折り曲げられたシート（フレーム集合体）が間隙１５
をつくる。処理液が間隙１５に浸入し、そこで淀む。この状況は、塩酸溶液電気分解の場
合に有効に起こるので、液体が塩化物を含み、特にそれが酸性で、周囲よりも高い温度で
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ある特別の場合を除いて、格別に不便を生じない。この状況において、間隙領域内に限定
された腐食浸蝕が実際に発展する。この種の浸蝕に対する保護は、高い抵抗材料（例えば
、塩酸溶液電気分解の上述した場合においては、チタンの使用からチタンに代えて０．２
％パラジウム合金まで）を選択するか、薄い保護膜を間隙領域に付着することが行われる
。これらの保護膜は、電気機械技術においては周知であるが、プラチナ、ルテニウム、リ
ジュウム、またはそれらの酸化物のような貴金属を一般に少量含有する。
【００２７】
　上述した保護手段は、図３の集合体に追加の生産費をもたらさない。その保護手段は図
４、５に示すフランジ表面の腐食の危険性を排除する場合に採用されなければならない。
そのとき、非常に危険な間隙が、同じフランジ表面の欠陥から通常生じるガスケット７と
の粗悪な接着によって発生する。換言すれば、フランジ表面を保護する適切な手段の付加
が、格別の追加費用を生ぜずに間隙領域１５に対して同じ手段を付加することと同時に実
行されると言える。
【００２８】
　図４は、耐腐食材料でつくられた四角形断面を持つロッドまたはチューブの使用を避け
る目的で、図３の実施例の変形を示す。その集合体は、常に断面として、図３に示したよ
うな陽極フランジ４のみを成形するように折り曲げられた周囲部分を持つ単独シート１か
ら再びなる。その相違点は、耐腐食材料のフレーム１４は、さらに予備成形されたフラン
ジ５で置き換えられていることである。予備成形フランジ５は、陰極フランジとして作用
し、シート１に溶接部１０をかいして好ましくはレーザ技術によって自動工程で溶接され
る。溶接部１０は、二重溶接部（図示されていない。）として実現されうる。周囲補強要
素は、いかなる腐食流体にも接触せず、したがって安価な材料（例えば、炭素鋼）で製造
される。
【００２９】
　図３の集合体と比べて、図４の集合体は、高価な材料を節約でき、他方では部品の最終
平坦性に関してより優美であり、電解槽の集合を容易にする点で重要である。
　図４の集合体のさらに構成上の変形例が、図５に示される。ここでは、単独シート１は
その周囲部分において折り曲げられていない。陽極フランジ４および陰極フランジ５は、
単独のシートを溶接部１１で溶接されたＵ字形断面を持つ予備成形補強要素によって得ら
れる。図４の集合体と同様に、補強要素６の構成材料は厳格ではない。炭素鋼が全体とし
て適している。
【００３０】
　図４の集合体と比べて、図５に示す解決策は高価な材料を同様に低減することに特徴付
けられ、さらに良質な最終平坦性をより容易に得られる。逆に、溶接部１１の実行は比較
的厳格である。高品質溶接部を得るために、シートの縁が真っ直ぐで、切断返り等の欠陥
がないことが必要である。シートの縁およびＵ字形断面を持つ予備成形部品は溶接中に相
互に完全に接着される必要がある。その溶接は、レーザ技術のような自動式でなければな
らない。図５の集合体の「生理的な」不便さは、二重溶接部として溶接部１１を成形でき
ないことによって与えられる。しかし、貫通厚み間隙率のような溶接部１１の欠陥が、２
つの陽極および陰極隣接区画間に流体通路を決定し、少なくとも一部は許すが、外部環境
への漏れは許さない。
【００３１】
　最後に、図６は本発明の実施例を断面として概略示す。図５の場面において記載したＵ
字形断面を持つ周囲片が２つの折曲げ部のみを持った２枚の金属ストリップから得られた
２つのシェルを溶接することによって予め製造される。２つのシェルの組立溶接部１２が
単独になるか、浸透に対して高い信頼性を保証することを望む場合には二重になってもよ
い。そのように予め製造された要素は、高い平坦性を得るために例えば、プレス加工され
る。周囲片は溶接部１２に関して突出した自由端を成形する。真っ直ぐに要求されかつ切
断返りのような欠陥のないことを要求されているこの縁は、頭部対頭部を単独シート１の
縁に溶接される。
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【００３２】
　この種の実施例は、溶接部１２の実施および溶接工程によって誘発された変形後に要求
された部品平坦性を回復するためにプレスをする追加の工程のために、図５に記載された
ものに比べて本質的に有利ではない。他方、プレス加工は溶接部１３を実施した後に十分
な平坦性を保証する。しかし、この最後の溶接は、図５の集合体の溶接部１１として必然
的に単独であり、実施が容易である（結合されるべき２つの縁は、頭部対頭部位置にあり
、図５の集合体においてはＵ字形断面を持つ周囲片の表面およびシートの縁が９０度に配
置される）。この容易な実施は、他方において上述したように少なくとも一部が許されう
る欠陥のないことの可能性を保証する。
【００３３】
　上述したように、本実施例においても、溶接は自動式、好ましくはレーザ技術によって
行うことが非常に好ましい。
　図３、４、５、６に概略示す集合体は、相対的な陽極および陰極によって完成されなけ
ればならない。これらは、耐腐食金属または合金の打抜きまたはシートまたは金網によっ
て通常構成され、好ましくは電気触媒材料の薄い皮相膜を設けられる。
【００３４】
　図７は、図３の集合体の断面を再現している。陽極１７および陰極１８は、好ましくは
溶接によって、自分の（その）番になって壁１に接続された十分なサポート１６に、例え
ば、溶接による固定によって装着される。構造をさらによく理解するために、図７の集合
体は図８Ａ（陽極側から見た）および図８Ｂ（陰極側から見た）において三次元で表され
ている。
【００３５】
　従来技術においては、打抜きまたは展伸シートまたは金網１７および１８をサポート１
６に固定する前に、それらに電気触媒材料の膜を付着することが普通である。これらの工
程が基礎を置く理由は、電気触媒膜の付着に要する温度（しばしば４００－５００℃）に
よって与えられる。シートまたは金網が電気触媒膜の付着前にサポート１６に固定される
ならば、続く付着は全体の集合体を４００－５００℃の温度に加熱し、様々な構成材料（
陽極区画材料、陰極区画材料、周囲補強材料）の異なる熱膨張係数から生じる重大な歪み
（平坦性喪失）をもたらす。他方、電気触媒膜を前もって設けられたシートまたは金網を
溶接によって固定することは、溶接領域において電気触媒膜材料が異物と共に溶融領域に
埋め込まれて多孔性および／または脆弱性のような欠陥を発生するので、むしろ厳格であ
る。
【００３６】
　この工程（シートまたは金網の電気触媒膜および集合体のサポート１６のそれに続く溶
接）が新規な集合体の構造段階において許されうるものであるが、それはいわゆる「再活
性化」段階において非常に面倒になる。その再活性化段階は、電気触媒膜が電気分解中に
進行消耗を受けるので周期的に請け負う必要がある。電気触媒膜が低い動作電圧、したが
って、低い電気的エネルギ消費を保証するので、それらの更新を続ける必要がある。
【００３７】
　電気触媒材料の付着によって要求される高温に集合体を曝すことができないことは、廃
棄シートまたは金網がサポート１６から取り外されなければならないことを暗示する。そ
の動作は時間の浪費であり、それらの交換を強いるシートまたは金網に損害を与える。
【００３８】
　上述した問題は、図１、２、４、５、６に概略示された構造に関係するが、同じ材料で
つくられたすべてのものと異なる部品である図３の構造ではない。このようにして、図２
の集合体は同じ熱膨張係数を有する部品からつくられることを特徴としている。このよう
な集合体は歪みの危険性なしに高温に曝されてもよい。この特徴の重要な結果は、新規な
集合体が電気触媒のないシートまたは金網（サポート１６に対する溶接部の実質的な単純
化をもって）を設けられてもよいことである。次の段階において、全体の集合体は比較的
高温でシートまたは金網に電気触媒膜を付着する工程を受ける。廃棄集合体の「再活性化
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って古い電気触媒膜の残部を排除するように処理され、次いで新規集合体を用いたものに
正確に整合する工程にもとづいて新規な膜の付着を受ける。
【００３９】
　電気触媒膜を打抜きまたは展伸シートまたは金網を含む集合体に付着するさらなる利点
は、従来技術にもとづいて膜を前もって設けられたシートまたは金網上の固定溶接部によ
って必ず誘発された膜に対して損傷を与えない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】２つの壁、すなわち陽極と陰極が分離されかつ相互に固定され、周囲フランジが
従来技術において開示されたように各壁を折り曲げることによって作られる二極集合体の
横断面図を示す。
【図２】陽極壁および陰極壁が単独シートから作られ、２つの周囲フランジが従来技術の
工程に続いて実現される二極集合体の横断面図を示す。
【図３】陽極壁および陰極壁が単独シートから作られ、２つの周囲フランジが本発明の第
１実施例に基づいてシートの周囲部分を折り曲げることによってロッドまたはチューブを
伴って製造された二極集合体であって、両壁が四角形断面を有し、フレームを成形するよ
うに加工され、単独シートのものと同等の材料から作られた二極集合体の横断面図を示す
。
【図４】壁が単独シートから作られ、２つの周囲フランジが本発明の第２実施例に基づい
てシートの周囲部分を折り曲げかつシートのものと同等な材料の予備成形フランジを溶接
することによって製造された二極集合体の横断面図を示す。
【図５】陽極壁および陰極壁の二重機能を有するシートがその周囲を折り曲げられずにシ
ートのものと同等な材料のＵ字形断面をした単独予備成形フレームに溶接された本発明に
基づく別の実施例を示す。
【図６】予備成形フレームが一体に溶接された２つのシートから作られていて、内縁を設
けられたＵ字形断面を持つ部品が成形され、前記シートは自分の（その）番になって前記
内縁に溶接される、図５の実施例の変形を示す。
【図７】打抜きまたは展伸シートまたは金網の形体にあるサポートおよび電極によって完
成された図３の集合体の概略を示す。
【図８】図８Ａおよび図８Ｂは、２つの側から見た図７の集合体の三次元イメージを示す
。
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【図７】 【図８Ａ】
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